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摂津市職員の育児休業等に関する条例（抄） 

下線部分は改正箇所 

現   行 改 正 案 

  

(育児休業をすることができない職員) (育児休業をすることができない職員) 

第 2 条 略 第 2 条 略 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

(4) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職

員 

(4) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの

以外の非常勤職員 

ア 略 ア 略 

(ｱ) その養育する子(法第 2 条第 1 項に規定する子を

いう。以下同じ。)が 1 歳 6 か月に達する日(以下「1

歳 6 か月到達日」という。)(第 2 条の 4 の規定に該

当する場合にあっては、2 歳に達する日)までに、そ

の任期(任期が更新される場合にあっては、更新後の

もの)が満了すること及び引き続き採用されないこ

とが明らかでない非常勤職員 

(ｱ) その養育する子(法第 2 条第 1 項に規定する子を

いう。以下同じ。)が 1 歳 6 か月に達する日(以下「1

歳 6 か月到達日」という。)(当該子の出生の日から

第 3 条の 2 に規定する期間内に育児休業をしようと

する場合にあっては当該期間の末日から 6 月を経過

する日、第 2 条の 4 の規定に該当する場合にあって

は当該子が 2 歳に達する日)までに、その任期(任期

が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了

すること及び引き続いて採用されないことが明らか

でない非常勤職員 

(ｲ) 略 (ｲ) 略 

イ 第 2条の 3第 3号に掲げる場合に該当する非常勤職 イ 次のいずれかに該当する非常勤職員 
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員(その養育する子が 1 歳に達する日(以下「1 歳到達

日」という。)(当該子について当該非常勤職員がする

育児休業の期間の末日とされた日が当該子の 1歳到達

日後である場合にあっては、当該末日とされた日)にお

いて育児休業をしている非常勤職員に限る。) 

 (ｱ) その養育する子が 1 歳に達する日(以下「1 歳到達

日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第 2

条の 3 第 2 号に掲げる場合に該当してする育児休業

の期間の末日とされた日が当該子の 1 歳到達日後で

ある場合にあっては、当該末日とされた日。以下こ

の(ｱ)において同じ。)において育児休業をしている非

常勤職員であって、同条第 3 号に掲げる場合に該当

して当該子の 1 歳到達日の翌日を育児休業の期間の

初日とする育児休業をしようとするもの 

 (ｲ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする

育児休業をしている場合であって、当該任期を更新

され、又は当該任期の満了後引き続いて採用される

ことに伴い、当該育児休業に係る子について、当該

更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児

休業の期間の初日とする育児休業をしようとするも

の 

ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育

児休業をしている非常勤職員であって、当該育児休業
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に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任

期の満了後に引き続き採用されることに伴い、当該任

期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育

児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする

もの 

  

(法第 2 条第 1 項の条例で定める日) (法第 2 条第 1 項の条例で定める日) 

第 2 条の 3 略 第 2 条の 3 略 

(1)・(2) 略  (1)・(2) 略 

(3) 1 歳から 1 歳 6 か月に達するまでの子を養育するた

め、非常勤職員が当該子の 1 歳到達日(当該子を養育す

る非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児

休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合

若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育

児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後

である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休

業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期

間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの

日))の翌日(当該子の1歳到達日後の期間においてこの号

に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の

期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員で

あって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に

引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常

勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当

該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業

をしている場合であって第 3条第 7号に掲げる事情に該

当するときはイ及びウに掲げる場合に該当する場合、規

則で定める特別の事情がある場合にあってはウに掲げ

る場合に該当する場合) 当該子の 1 歳 6 か月到達日 
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翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間

の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次

に掲げる場合のいずれにも該当するとき 当該子の1歳

6 か月到達日 

 ア 当該非常勤職員が当該子の 1 歳到達日(当該非常勤

職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又

は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若し

くはこれに相当する場合に該当してする地方等育児

休業の期間の末日とされた日が当該子の 1歳到達日後

である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児

休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業

の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれ

かの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又

はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業を

する場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末

日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初

日とする育児休業をしようとする場合 

ア 当該子について、当該非常勤職員が当該子の 1 歳到

達日(当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日と

された日が当該子の 1歳到達日後である場合にあって

は、当該末日とされた日)において育児休業をしている

場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の 1歳到達

日(当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日と

イ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の 1 歳到

達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当して

する育児休業の期間の末日とされた日が当該子の 1歳

到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)

において育児休業をしている場合又は当該非常勤職

員の配偶者が当該子の 1 歳到達日(当該配偶者が同号
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された日が当該子の 1歳到達日後である場合にあって

は、当該末日とされた日)において地方等育児休業をし

ている場合 

に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してす

る地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子

の 1 歳到達日後である場合にあっては、当該末日とさ

れた日)において地方等育児休業をしている場合 

イ 略 ウ 略 

 エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の 1 歳到

達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当して

する育児休業の期間の末日とされた日が当該子の 1歳

到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)

後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育

児休業をしたことがない場合 

  

(法第 2 条第 1 項の条例で定める場合) (法第 2 条第 1 項の条例で定める場合) 

第 2 条の 4 法第 2 条第 1 項の条例で定める場合は、1 歳 6

か月から 2 歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職

員が当該子の 1 歳 6 か月到達日の翌日(当該子の 1 歳 6 か

月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその

任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をし

ている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当

該任期の満了後に引き続き採用されるものにあっては、当

該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育

児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

であって、次の各号のいずれにも該当するときとする。 

第 2 条の 4 法第 2 条第 1 項の条例で定める場合は、1 歳 6

か月から 2 歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、

次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子

についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場

合であって次条第 7号に掲げる事情に該当するときは第 2

号及び第 3 号に掲げる場合に該当する場合、規則で定める

特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該

当する場合)とする。 
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 (1) 当該非常勤職員が当該子の 1 歳 6 か月到達日の翌日

(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又は

これに相当する場合に該当して地方等育児休業をする

場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とさ

れた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする

育児休業をしようとする場合 

(1) 略 (2) 略  

(2) 略 (3) 略 

 (4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の 1 歳 6

か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して

育児休業をしたことがない場合 

  

(法第 2 条第 1 項ただし書の条例で定める期間)  

第 2 条の 5 法第 2 条第 1 項ただし書の条例で定める期間

は、57 日間とする。 

 

  

(法第 2 条第 1 項ただし書の条例で定める特別の事情) (法第 2 条第 1 項ただし書の条例で定める特別の事情) 

第 3 条 略 第 3 条 略 

(1)～(4) 略  (1)～(4) 略 

(5) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育

児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了

後、3 月以上の期間を経過したこと(当該育児休業をした
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職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により

当該子を養育するための計画について育児休業等計画

書により任命権者に申し出た場合に限る。)。 

(6) 略  (5) 略   

(7) 略 (6) 略 

(8) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児

休業をしている非常勤職員が、当該育児休業に係る子に

ついて、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に

引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日

又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初

日とする育児休業をしようとすること。 

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の

末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしてい

るものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後

引き続いて採用されることに伴い、当該育児休業に係る

子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採

用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしよ

うとすること。 

  

 (法第 2 条第 1 項第 1 号の条例で定める期間) 

 第 3 条の 2 法第 2 条第 1 項第 1 号の条例で定める期間は、

57 日間とする。 

  

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給) (育児休業をしている職員の期末手当等の支給) 

第 7 条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和 31 年条例

第 13 号。以下「給与条例」という。)第 23 条第 1 項に規

定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のう

ち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(規

則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、

第 7 条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和 31 年条例

第 13 号。以下「給与条例」という。)第 23 条第 1 項に規

定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のう

ち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(規

則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、
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当該基準日に係る期末手当を支給する。 当該基準日に係る期末手当を支給する。 

2 給与条例第 24 条第 1 項に規定するそれぞれの基準日に

育児休業をしている職員(地方公務員法第 22条の 2第 1項

に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」

という。)を除く。)のうち、基準日以前 6 箇月以内の期間

において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間

を含む。)がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を

支給する。 

2 給与条例第 24 条第 1 項に規定するそれぞれの基準日に

育児休業をしている職員(地方公務員法第 22条の 2第 1項

に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」

という。)を除く。)のうち、基準日以前 6 か月以内の期間

において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間

を含む。)がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を

支給する。 

  

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して 1 年を経

過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別

の事情) 

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して 1 年を経

過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別

の事情) 

第 11 条 略 第 11 条 略 

(1)～(5) 略 (1)～(5) 略 

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより

当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを

除く。)の終了後、3 月以上の期間を経過したこと(当該

育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承

認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育する

ための計画について育児休業等計画書により任命権者

に申し出た場合に限る。)。 

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより

当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを

除く。)の終了後、3 月以上の期間を経過したこと(当該

育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承

認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育する

ための計画について育児短時間勤務計画書により任命

権者に申し出た場合に限る。)。 

(7) 略 (7) 略 
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摂津市職員の退職手当に関する条例（抄） 

下線部分は改正箇所 

現   行 改 正 案 

  

(退職手当の支給) (退職手当の支給) 

第 2条 略 第 2条 略 

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務

時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく

規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与え

られた日を含む。)が 18 日以上ある月が引き続いて 12 月

を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き

続き当該勤務時間により勤務することとされているもの

は、職員とみなして、この条例(第 4 条中 11年以上 25 年

未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下

「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る

部分以外の部分並びに第 5 条中公務上の傷病又は死亡に

よる退職に係る部分並びに 25 年以上勤続した者の通勤に

よる傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外

の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員

法第 22条の 2第 1項第 1号に掲げる職員については、こ

の限りでない。 

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務

時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく

規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与え

られた日を含む。第 10条第 2項において「勤務日数」と

いう。)が 18 日(1 月間の日数(摂津市の休日を定める条例

(平成 2 年摂津市条例第 16 号)第 2 条第 1 項各号に掲げる

日の日数は、算入しない。)が 20日に満たない日数の場合

にあっては、18日から 20日と当該日数との差に相当する

日数を減じた日数。第 10条第 2項において「職員みなし

日数」という。)以上ある月が引き続いて 12月を超えるに

至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤

務時間により勤務することとされているものは、職員とみ

なして、この条例(第 4 条中 11 年以上 25 年未満の期間勤

続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)

による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並

びに第 5 条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部
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分並びに 25 年以上勤続した者の通勤による傷病による退

職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の

規定を適用する。ただし、地方公務員法第 22 条の 2 第 1

項第 1号に掲げる職員については、この限りでない。 

  

(失業者の退職手当) (失業者の退職手当) 

第 10条 略 第 10条 略 

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をい

う。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった

日前に職員又は職員以外の者で職員について定められて

いる勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれ

に基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休

暇を与えられた日を含む。)が 18日以上ある月が 1月以上

あるもの(季節的業務に4月以内の期間を定めて雇用され、

又は季節的に 4 月以内の期間を定めて雇用されていた者

にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したも

のに限る。)であった者(以下この項において「職員等」と

いう。)であったことがあるものについては、当該職員等

であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員

等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれている

ときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を

除く。 

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をい

う。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった

日前に職員又は職員以外の者で勤務日数が職員みなし日

数以上ある月が 1 月以上あるもの(季節的業務に 4 月以内

の期間を定めて雇用され、又は季節的に 4月以内の期間を

定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の

期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この

項において「職員等」という。)であったことがあるもの

については、当該職員等であった期間を含むものとし、当

該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲

げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に

該当する全ての期間を除く。 

(1)・(2) 略  (1)・(2) 略  
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3～17 略 3～17 略 
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摂津市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（抄） 

下線部分は改正箇所 

現   行 改 正 案 

  

(期末手当) (期末手当) 

第 15条 略 第 15条 略 

2 前項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしてい

る職員のうち、基準日以前 6箇月以内の期間において勤務

した期間(規程で定めるこれに相当する期間を含む。)があ

る職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。 

2 前項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしてい

る職員のうち、基準日以前 6か月以内の期間において勤務

した期間(規程で定めるこれに相当する期間を含む。)があ

る職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。 

  

(勤勉手当) (勤勉手当) 

第 16条 略 第 16条 略 

2 前項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしてい

る職員のうち、基準日以前 6箇月以内の期間において勤務

した期間(規程で定めるこれに相当する期間を含む。)があ

る職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。 

2 前項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしてい

る職員のうち、基準日以前 6か月以内の期間において勤務

した期間(規程で定めるこれに相当する期間を含む。)があ

る職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。 

  

(会計年度任用職員の給与) (会計年度任用職員の給与) 

第 20条 略 第 20条 略 

2 前項の退職手当は、会計年度任用職員(地方公務員法第 2 前項の退職手当は、会計年度任用職員(地方公務員法第
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22条の 2第 1項第 2号に掲げる職員に限る。)のうち常時

勤務を要する職員について定められている勤務時間以上

勤務した日(勤務を要しないこととされ、又は休暇を与え

られた日を含む。)が 18日以上ある月が引き続いて 6月を

超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続

き当該勤務時間により勤務することとされているものが

退職した場合に支給する。 

22条の 2第 1項第 2号に掲げる職員に限る。)のうち常時

勤務を要する職員について定められている勤務時間以上

勤務した日(勤務を要しないこととされ、又は休暇を与え

られた日を含む。)が 18 日(1 月間の日数(摂津市の休日を

定める条例(平成 2 年摂津市条例第 16 号)第 2 条第 1 項各

号に掲げる日の日数は、算入しない。)が 20日に満たない

日数の場合にあっては、18日から 20日と当該日数との差

に相当する日数を減じた日数)以上ある月が引き続いて 6

月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引

き続き当該勤務時間により勤務することとされているも

のが退職した場合に支給する。 

3 略 3 略 

 

 

 

 

 


